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富楽里とみやまの大規模改修事業【Ｒ３～Ｒ５継続事業】    １億７，２００万円

三芳村「鄙の里」大規模改修事業【Ｒ４～Ｒ５継続事業】　２億６３７万円

　地場産品の直売・物産売場の拡充、フードコートの整備などによる販売・交流機能の強化および施設の
長寿命化を図るため、道の駅富楽里とみやまの大規模改修工事を行っています。今年７月より供用開始予
定です。

　大型二輪駐車場の新設、屋外トイレ、物産センターおよび交流
センターなどの施設機能の拡充と施設の長寿命化を図るため、道
の駅三芳村「鄙の里」の大規模改修工事を行っています。
　今年 12 月より供用開始予定です。

問い合わせ　観光プロモーション課　☎33－1091

社会資本の整備
　暮らしや仕事に役立つ社会資本整備を計画的に進めます。

　とみうら元気倶楽部の利便性、機能性の向上を図るために必要な
改修を行います。令和５年度は設計業務を行い、令和６年度に改修
工事を予定しています。

　千倉地区旧忽戸小学校跡地に第一期工事として、
コミュニティセンターと図書館機能を中心とした複
合施設の整備を実施するため、今年度は詳細な設計
業務を行います。
　また、千倉総合運動公園、千倉Ｂ＆Ｇ海洋センター
について機能の強化と老朽部分の大規模改修工事を実
施するため、今年度は工事に必要となる設計業務を行
います。

問い合わせ　市民課（とみうら元気倶楽部）　☎33－3411

問い合わせ　生涯学習課　☎46－2964

新 とみうら元気倶楽部大規模改修事業
2,178 万円

千倉地区社会体育施設等整備事業
　１億４，７７５万円
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中継施設建設事業

道路改良・維持、橋梁修繕など　５億１，２０４万円

ごみ処理広域化事業　８５１万円

し尿処理施設の建設【Ｒ３～Ｒ５継続事業】
１８億４，０２３万円

　南房総市および鋸南町のごみを共同処理する中継施設を整備するため、事業者の選定や建設予定地の造
成工事のための設計などを行います。

（道路維持事業４憶 40 万円、道路新設改良事業１憶 1,164 万円）
　　道路の改良と維持、老朽化した橋りょうおよびトンネルの修繕などを計画的に実施し、交通の円滑化
と災害・事故などの未然防止を図ります。

　君津地域 4 市（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市）、鴨川市お
よび鋸南町との事業連携により進める、広域廃棄物処理事業に係る構
成市町負担金です。

　千倉衛生センターと鋸南地区環境衛生組合堤ケ谷クリーンセンター
の老朽化により、市全域と鋸南町のし尿や浄化槽汚泥を処理するため
に、新し尿処理施設建設工事を行っています。
　令和６年１月の供用開始を予定しています。

• 生活環境影響調査【Ｒ４～Ｒ５継続事業】　１，１００万円
• 中継施設建設事業（事業者選定・造成設計）【Ｒ５～Ｒ６継続事業】３，１８２万円

問い合わせ　環境保全課　☎33－1053

問い合わせ　建設課　☎33－1101

事業内容 地区 路線名等 工事箇所 計画延長

 道路維持  丸山  市道丸山小戸 3 号線  小戸  L=22m

 交通安全  白浜  市道白浜 4 号線  白浜町滝口  L=130m

 舗装修繕  富浦  市道富浦 1 号線  富浦町深名  L=75m

 舗装修繕  三芳  市道川田 1 号線  千代  L=80m

 舗装修繕  千倉  市道千倉 111 号線  千倉町川戸  L=150m

 舗装修繕  千倉  市道丸山 8 号線  千倉町宇田  L=80m

 排水整備  三芳  市道三芳 5 号線  山名  L=50m

 排水整備  三芳  市道三芳 110 号線  山下  L=50m

 排水整備  千倉  市道千倉久保 1 号線  千倉町久保  L=40m

 排水整備  千倉  市道千倉 27 号線  千倉町白間津  L=100m

 橋りょう修繕  富山  市道平久里下 16 号線北畑橋  平久里下  L=4m

 橋りょう修繕  白浜  市道白浜 4 号線名倉橋  白浜町白浜  L=3m

 橋りょう修繕  白浜  市道滝口 72 号線本郷 18 号橋  白浜町滝口  L=5m

 橋りょう修繕  千倉  市道千倉 108 号線第 1 正作橋  千倉町北朝夷  L=4m

 トンネル修繕  富山  市道富浦 4 号線木の根隧道  竹内  L=188m

 道路改良  富浦  市道富浦 1 号線  富浦町深名  L=169m

 橋りょう点検  富浦外  市道富浦 1 号線豊年橋外  富浦町原岡外  N=97 橋

 トンネル点検  三芳外  市道三芳 3 号線三芳トンネル外  海老敷外  N=3 箇所

〈令和４年度　主な事業箇所〉
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行財政改革の推進
　持続可能な行政運営を目指し、効率的で効果的な行政体制の構築に取り組みます。

公開型 GIS クラウドサービス構築事業　２，２６１万円

公共施設利用スマート化推進事業　４７３万円

丸山分庁舎・公民館大規模改修事業【Ｒ４～Ｒ５継続事業】
　　　　　　　　　　　　　６億２，５７３万円　

　南房総市で推進しているオープンデータの公開と合わせ、市民が必要とする情報をどこでも取得できる
よう、公開型 GIS サービスを導入します。また、道路管理業務の窓口サービスを効率的かつ迅速に対応す
るため、システムを集約します。さらに、防災面など様々な利活用に展開できる道路台帳の情報を公開し、
市民サービスと庁内有効活用を同時に実現するサービスを導入します。

　公共施設利用手続きのデジタル化により、市民の利便性の向上
及び市業務の効率化を図ります。

　老朽化している丸山分庁舎及び丸山公民館の機能保全、長寿命
化および防災拠点施設としての耐震性確保のため大規模改修工事
を行っています。

問い合わせ　管財契約課　☎33－1022

問い合わせ　市民課　☎33－1005

問い合わせ　管財契約課　☎33－1022

安心・安全なまちづくり
　防災体制の強化を行い、災害に強いまちづくりを推進します。

木造住宅耐震化促進事業　１４０万円

ブロック塀などの撤去支援　１５０万円

停電防止の予防伐採　２８５万円

　本市の耐震診断費補助制度を活用し、耐震診断を実施した結果により、住宅
の耐震改修工事を実施した方に補助金を交付します。　

　道路に面し、地震時に倒壊するおそれのある危険なコ
ンクリートブロック塀などを撤去する費用を補助します。
　10,000 円／㎡又は実工事費の少ない額の 1/2（上限
10 万円）

　台風などの災害の際に停電の原因になりうる樹木の予防伐採を行います。

問い合わせ　建設課　☎33－1101
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自主防災組織への補助　４００万円

災害対策費　２，１８５万円

消防施設費　１億１，６０４万円

　行政区や自治会などが主体となる自主防災組織に対し、一時避難所の
環境整備や災害備蓄品などを購入するための費用として、20 万円を上
限に対象経費の 2 分の 1 を補助します。

　災害発生に備え、必要な防災環境を整備します。（災害用備蓄品（食
料含む）の購入など）

　消防施設などの計画的な更新および維持管理に努め、地域消防力の強化を図ります。

問い合わせ　消防防災課　☎33－1052

協働のまちづくり
　市民の皆さんと行政が連携・協力して地域の課題に取り組み、これからのまちづくりを
推進します。 

市民活動応援事業
　市民活動団体などの活動を推進するため、市民活動団体などの皆さんが行う活動に対する補助や、組織
強化の支援を行います。

• ＮＰＯ法人活動支援事業補助金　50 万円

• まちづくりチャレンジ事業補助金　２８５万円

地域づくり協議会支援員の設置　３，６９１万円

地域づくり協議会交付金　４９０万円

　市内ＮＰＯ法人の継続的かつ安定的な活動を支援するた
め、補助金を交付します。
　「設立経費」（上限　20 万円）　「初期活動」（上限　30 万円）

　市民活動団体などの活動を推進するため、市民活動団体な
どの皆さんが行う活動に対する補助や組織強化の支援を行い
ます。
　「はじめの一歩コース」（上限　5 万円　1 回限り）
　「チャレンジコース」（上限　30 万円　3 回限り）

　「地域づくり協議会」の運営や地域団体との調整を担う地域
づくり支援員を、各地区に配置します。

　「地域づくり協議会」の運営に対し交付金を交付し、各地区
の特色ある地域づくりを進めます。

問い合わせ　市民課　☎33－1005
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　市の収入（歳入）には、市税と国や県からの収入があります。  
　また、銀行などからの借り入れや、施設の使用料などもあります。

260 億 7,500万円260 億 7,500万円

市税市税
(15.5%)(15.5%)

繰入金 (7.0%)繰入金 (7.0%)

分担金および負担金分担金および負担金
(1.2%)(1.2%)

使用料および手数料使用料および手数料
(1.2%)(1.2%)

その他 (5.2%)その他 (5.2%)

地方譲与税、地方譲与税、
各種交付金 (1.4%)各種交付金 (1.4%)地方消費税交付金地方消費税交付金

(3.5%)(3.5%)

市債市債
(13.1%)(13.1%)

地方交付税地方交付税
(37.6%)(37.6%)

国・県支出金など国・県支出金など
(14.3%)(14.3%)

依存財源 （69.9％） 自主財源 （30.1％）

182 億 3,513 万円

34 億 2,310 万円

3 億 6,706 万円
9 億 1,800 万円

98 億円

37 億 2,697 万円

78 億 3,987 万円
　 40 億 5,160 万円

3 億 1,716 万円

3 億 759 万円

18 億 2,045 万円

13 億 4,307 万円

地方交付税など国や県から交付・割り当てられる収
入や市債（借金）

市税や使用料など市が自主的に調達できる収入
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グループ選択ツールで離して効果→3Dマテリアル→クラシック→30　0　0　押し出し60

民生費 (23.0％ )民生費 (23.0％ )
59 億 8,769 万円59億 8,769 万円

衛生費 (16.5％ )衛生費 (16.5％ )
43 億 1,121 万円43億 1,121 万円

商工費 (4.3％ )商工費 (4.3％ )
11 億 2,831 万円11億 2,831 万円

土木費 (3.3％ )土木費 (3.3％ )
8 億 7,601 万円8億 7,601 万円

消防費 (4.6％ )消防費 (4.6％ )
11 億 9,693 万円11億 9,693 万円

教育費 (11.9％ )教育費 (11.9％ )
31 億 116 万円31億 116 万円

諸支出金(0.3％)諸支出金(0.3％)
6,679 万円6,679 万円

公債費 (14.5％ )公債費 (14.5％ )
37 億 7,924 万円37億 7,924 万円

災害復旧費(0.0％ )災害復旧費(0.0％ )
760 万円760 万円

議会費 (0.7％ )議会費 (0.7％ )
1 億 8,171 万円1億 8,171 万円

総務費 (15.6％ )総務費 (15.6％ )
40 億 5,922 万円40億 5,922 万円

予備費 (0.1％ )予備費 (0.1％ )
3,000 万円3,000 万円

　支出（歳出）は、福祉、教育、消防などの13の目的別に分けられ、
それぞれが人件費や扶助費などといった性質別の経費で構成されてい
ます。

○議会費
○総務費
○民生費

○衛生費
○農林水産業費

○商工費

○土木費

○消防費

○教育費

○災害復旧費

○公債費

○諸支出金

○予備費

議会運営のための経費
市役所の運営、広報などのための経費
福祉施設の運営、生活扶助、児童や老
人福祉などの経費
健康維持やごみ処理などの経費
農林漁業の振興や技術の普及を図るた
めの経費
商工業の振興、中小企業の支援、観光
振興などの経費
道路、橋、河川などの基盤整備のため
の経費

災害を防ぎ、皆さんの生命や財産を守る
ための経費
学校教育や生涯学習の充実、芸能・文化・
スポーツの振興などの経費
台風などの災害によって被害を受けた施
設などを復旧するための経費
事業を行うために国や金融機関などから
借り入れた借金の返済金
支出の性質により、他の支出科目に含ま
れない支出
予測できない支出に備えて計上される経費

目的別

性質別

投資的経費 (19.3%)　　　　　　　　　　　　　 義務的経費 (41.4%) 　　　　　　　　　　　　
幼稚園、小学校、中学校の建て替えや大規模な改修、
道路の整備・建設など都市基盤の整備・農業農村
基盤整備にかかる経費
普通建設事業費　　　　　　
災害復旧事業費　　　　　　　　 

毎年必ず支出しなければならない経費
人件費　　　　　　　　　　
扶助費　　　　　　　　　　
公債費　　　　　　　　　　

その他の経費 (10.7%)　 消費的経費 (28.6%)   

義務的経費、消費的経費、投資的経費以外の経費
積立金　　　　　　　　　　
投資および出資金　　　　　　　
繰出金　　　　　　　　　
予備費　　　　　　　　　　　

後年度に形を残さない性質の経費
物件費　　　　　　　　　　
維持補修費　　　　　　　　　
補助費など　　　　　　　　　

農林水産業費 (5.2％ )農林水産業費 (5.2％ )
13 億 4,913 万円13億 4,913 万円

260 億 7,500万円260 億 7,500万円

50 億 3,770 万円 107 億 9,630 万円

27 億 9,449 万円 74 億 4,651 万円

50 億 3,010 万円
760 万円

43 億 8,281 万円
26 億 3,425 万円
37 億 7,924 万円

5 億 2,962 万円
710 万円

22 億 2,777 万円
3,000 万円

42 億 3,157 万円
1 億 9,980 万円

30 億 1,514 万円
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　市債とは、市が公共事業などを行うとき、必要な資金を集めるためにす
る借金のことを言います。
　自治体の予算では、その年度に使うお金は、その年度に得る収入（市税
や地方交付税など）で賄うことを基本としています。しかし、それだけで
は多額の費用がかかる大型の公共事業などは行うことが難しくなるので、
自治体でも必要な資金を借り入れることができる制度が設けられていま
す。
　また、道路や学校などの施設は、現在の住民ばかりでなく世代を超えて
利用されることから、世代間の負担を公平にするという意味で、市債の発
行による資金確保を行うことが認められています。

一 般 会 計

水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

240 億 5,266 万円

25 億 1,713 万円

4,388 万円

　借金（市債）の中には、合併特例債、過疎対策事業債など返
済額の一部を国が補てんする有利な借金などもあります。
　これらの国が補てんする返済額は、毎年、地方交付税として
各自治体に交付されています。
　そのため、見かけ上の借金の額と市が実際に負担する額は、
異なることになります。

※�借金の返済に対して国から補てんされる額を将来にわたって正確に算出することはできませんが、おおよその目安とし
て計算しています。

※借金返済額のうち国が補てんする割合
　・合併特例債　　　　70%
　・過疎対策事業債　　70%

総額
240億
5,266万円

総額
240億
5,266万円

国から補てんされる額
234億8,468万円
97.6％

国から補てんされる額
234億8,468万円
97.6％

市が実際に負担する額
5億6,798万円

2.4％

市が実際に負担する額
5億6,798万円

2.4％

※１ 財政調整基金・・・・・・・�予期しない収入減少や不時の支出増加などに備え、長期的視野に立った計画的な財政運営
を行うために積み立てるお金

※２ 減債基金・・・・・・・・・借金の返済を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられるお金
※３ 公共施設等再編整備基金・・�公共施設などの新築・改築や、再編により不用となった施設の解体撤去のために積み立て

るお金
※４ その他特定目的基金・・・・特定の目的のために積み立てるお金
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財政調整基金※1
減債基金※2
公共施設等再編整備基金※3
その他特定目的基金※4

貯金  249 億円
借金  241 億円

（令和3年度末）
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　市では歳入（入ってくるお金）が減少することに備え、将来にわたって市民の皆さんが安心して暮らし
続けることのできるよう、持続可能な行財政運営に努めてきました。
　今後の市の財政がどうなるのか、それを説明する国が作ったさまざまな指標（基準）があります。市で
も毎年公表していますが、わかりづらい点もあります。そこで、本当はどうなっているのか、現時点での
将来の見通しについてご説明します。

　以上のように、皆さんの生活に必要不可欠な行政サービスをしっかりと維持していくことが十分可能な
見通しとなっています。
　市を活性化させるための積極的な施策とともに、今後とも行財政改革を推進し、市民の皆さんのご協力
のもと、引き続き健全な財政運営に努めていきます。

　人口減少、少子高齢化の進展による収入減少や災害時の緊急対応のほか、公共施設の維持更新経費など、
将来の財政負担に備えた市の貯金にあたる基金は、令和 3 年度末時点で 249 億円となっています。。

　公共施設の維持経費について、「公共施設等総合管理計画」に基づく計画的な統合整備などにより、将
来の負担軽減に努めています。

　将来負担比率は、市の人口や面積などに応じて標準的にかかるお金に対して、実質的な将来負担額がど
れくらいの割合を占めるかを示す数値で、数字が小さい方がより健全であることを示します。南房総市の
将来負担比率は平成 24 年度から 0％を続けています。
　今後、新し尿処理施設建設事業や新ごみ処理施設建設事業など大規模事業が予定されていますが、少
なくとも令和 12 年度までは将来負担比率 0％を維持できる計画となっています。

①将来に備えた貯金を十分に確保しています。

③公共施設の計画的な整備により出費を抑えます。

②将来負担を抑制し、財政状況は健全です。

市の将来はどうなるの？市の将来はどうなるの？

問い合わせ　企画財政課　☎33－1001

将来負担すべき借金などの負債額　－　返済に使える貯金などの財源　=　実質的な将来負担額
（312 億 3,118 万円）　　　　       （457 億 4,869 万円） 　（マイナス 145 億 1,751万円）

基金名称 令和３年度末残高 積立額の考え方

財政調整基金 36 億 4,062 万円 財政調整や災害時の緊急的な支出に備えています。

減債基金 48 億 7,244 万円 市債残高のうち市が実際に負担する額や、一般廃棄物処理
施設の建設など、新たな借入金の返済負担に備えています。

公共施設等再編
整備基金 79 億 6,110 万円 合併支援がなくなった後の老朽公共施設の改築などの資金

を積み立てています。
その他特定目的
基金 84 億 3,497 万円 一般廃棄物処理施設整備基金などのように、特定の事業目

的のために必要な資金を積み立てています。
合　　計 249 億  913 万円
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５6億３，６５８万円国民健康保険特別会計
　病気になったりけがをしたりしたときも、お金の心配をせず
にお医者さんにかかれるよう、みんなでお金を出し合うのが医
療保険制度です。私たちはみんな、いずれかの医療保険に入
らなくてはなりません。
　国民健康保険（国保）も、医療保険のひとつであり、会社の
健康保険や公務員の共済組合などに加入している人と生活保
護を受けている人以外、すべての人が国保に加入することに
なっています。
　病気やけがに備えて加入者が国民健康保険税を出し合い、
そのお金と国や県の補助などで医療費を支出する制度です。
国保では、被保険者のみなさんが病気やけがをしたときなどの
ための「保険給付」や、普段からの健康の保持増進のための
事業を行っています。
　令和５年度国民健康保険加入者数(見込)　9,580人
○保険給付費の支給　４１億９,９０６万円
　疾病の治療を目的としたサービスを給付します。
○保健事業　６,０９８万円
　国民健康保険加入者を対象に特定健康診査を実施するとと
もに、生活習慣病などのハイリスク者には特定保健指導を実
施し、市民の皆さんの健康増進・保持に努めています。
　また、35歳以上の国民健康保険加入者を対象に、短期人間
ドック(※)費用の助成を行います。
　助成額：検査費用の7割（上限3万円）
　短期人間ドックの受診の14日前までに申請してください。
※短期人間ドック
　　2日以内で行う総合的な精密検査および脳精密検査
国民健康保険財政調整基金
　残高315,181,306円（令和5年3月末時点）

　５８億２，３８４万円介護保険特別会計
　「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでも
その可能性があります。このようなリスクを多くの人で負担し
あい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられ
るようにするのが介護保険制度で、40歳以上の人が支払う
「保険料」と「公費」とで、運営をしています。
○居宅介護サービス給付事業 １７億３,７６０万円
　要介護認定者に対して提供した居宅介護サービス（訪問介
護、通所介護など）にかかる費用（利用者負担分を除く）を
国民健康保険団体連合会からの請求に基づき支払います。
○地域密着型介護サービス給付事業 ８億５,２００万円
　要介護認定者に対して提供した地域密着型介護サービス
（グループホームなど）にかかる費用（利用者負担分を除く）
を国民健康保険団体連合会からの請求に基づき支払います。
○施設介護サービス給付事業 ２１億３,６００万円
　要介護認定者に対して提供した施設介護サービス（特別養護
老人ホームなど）にかかる費用（利用者負担分を除く）を国民健
康保険団体連合会からの請求に基づき支払います。
○介護予防・生活支援サービス事業 １億２,８１６万円
　要支援認定者に対して提供した訪問型サービス（訪問介
護）および通所型サービス（通所介護）にかかる費用（利用者
負担分を除く）を国民健康保険団体連合会からの請求に基づ
き支払います。
○包括的･継続的ケアマネジメント支援事業 ８,１９９万円
　地域で暮らす高齢者を介護・福祉・医療など様々な面から

総合的に支えていくために、介護予防ケアマネジメント、総合
相談や支援、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
支援などが実践されます。これらの事業は、高齢者支援課内
に設置されている基幹型地域包括支援センターおよび市内2か
所の地域包括支援センターで実施します。

７億６，１０８万円後期高齢者医療特別会計
　後期高齢者医療制度に基づき、保険料徴収業務および窓
口業務などを行います。
　保険料の賦課、保険給付の決定などは千葉県後期高齢者
医療広域連合が行います。
　また短期人間ドック費用の助成も行います。

　水道事業と病院事業は、一般会計とは異なり、公営企業
として、民間企業に準じて事業の継続性を重視した企業会
計制度を採用しています。
　公営企業は、予算と決算を「収益的収支（皆さんから頂いた
料金や医療費で、事業の費用を賄うもの）」と「資本的収支（設
備など数年にわたって使用されるものの購入、建設のための費
用を、負担金や借入金で賄うもの）」の2つに分けています。

　市民の皆さんに安全でおいしい水の安定した供給を行っ
ています。
　市の上水道は、富浦町地区および三芳地区については、
増間ダムなどを水源とする三芳水道企業団により給水され、
その他の地域は、大谷川ダム（富山）、白浜ダム（白浜）、小
向ダム（和田）を水源とした市直営の水道事業により給水さ
れています。これらの水源の不足分を南房総広域水道企業
団から受水しています。水道事業会計は、市直営の水道事
業に対する予算です。
　収益的収支
　　収入　　１６億５,７０４万円
　　支出　　１６億３,７７０万円
　資本的収支
　　収入　　　２億５,３１６万円
　　支出　　　７億５,９８３万円
    （不足する資金は、蓄え資金などで補っています。）
○配水管更新事業　１億２,９５８万円
　�　老朽化した配水管（950ｍ）を更新し、安全性の向上お

よび安定給水を図ります。
○浄水場設備等更新事業　２億１,２３２万円
　　白浜浄水場の監視制御装置などを更新します。

　市民が安心して日常生活を営めるような医療体制を整備
すると共に国保病院のサービスの向上を図り、地域に身近な
医療機関として、初期医療の充実および予防からリハビリ
テーションまでの包括的な医療の提供を行います。また、医
師などの人材確保に努め、老朽化した医療設備の更新も合
わせて行います。
　収益的収支
　　収入　　　７億３,４６２万円
　　支出　　　７億３,４６２万円
　資本的収支
　　収入　　　　　８,４５６万円
　　支出　　　　　９,２８８万円

主な特別会計、公営企業会計主な特別会計、公営企業会計
特別会計


